
不妊治療休暇取得奨励事業実施要綱 

 

（通則） 

第１条 この要綱は、不妊治療休暇取得奨励金（以下「奨励金」という。）の支

給に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 事業主が、年間３日以上の不妊治療のための休暇（有給）を就業規則

または労働協約等（以下「就業規則等」という。）に規定し、労働者に休暇を

取得させた場合に、奨励金を支給することにより、不妊治療と仕事を両立で

きる環境づくりを進めることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、以下のとおりとする。 

（１）不妊治療休暇 

   名称にかかわらず、就業規則等に独自に規定されている、労働者が不妊

治療を理由に取得できる休暇をいう。 

（２）常時雇用する労働者 

２か月を超えて雇用されるものであり、かつ、週当たりの所定労働時間

が当該企業の通常の労働者と概ね同等である者。 

 

（支給制限）  

第４条 国、地方公共団体および特別の法律により特別の設置行為をもって設

立された法人（その資本金の全部または大部分が国または地方公共団体から

の出資による法人、またはその事業の運営のために必要な経費の主たる財源

を国または地方公共団体からの交付金もしくは補助金等によって得ている法

人に限る。）に対しては、この奨励金は支給しないものとする。 

 

（支給対象事業主）  

第５条 奨励金の支給対象事業主は、次の各号のすべてに該当する事業主とする。  

（１）県内に本社を有すること。  

（２）不妊治療のための特別休暇制度（有給）を就業規則等に規定しているこ

と。 

（３）次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定し、その

旨を都道府県労働局長へ届け出ていること。 

（４）第６条の規定に該当する労働者がいること。  

 

 



（対象となる労働者）  

第６条 奨励事業の対象となる労働者は、令和２年４月１日以降に、次の（１）

および（２）に該当する者とする。  

（１）不妊治療休暇（有給）を取得していること。 

（２）県内の事業所に勤務していること。 

 

（支給額）  

第７条 支給額は半日の休暇取得で５千円、１日の休暇取得で１万円とし、複

数の労働者が取得した場合は合算できるものとする。また、１事業主の支給

上限額は１０万円とする。なお、奨励金の支給は予算の範囲内とする。 

 

（支給の申請）  

第８条 奨励金の支給を希望する事業主は、労働者が当該年度最後の不妊治療

休暇を取得した日の翌日（以下「起算日」という。）から２か月以内、または

起算日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、不妊治療休暇取

得申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて知事に申請するも

のとする。  

（１）就業規則等（不妊治療休暇について規定されているもの）の写し 

（２）一般事業主行動計画の写し 

（３）労働者から提出された不妊治療休暇取得の申出書の写し 

（４）不妊治療休暇を取得した労働者の取得実績が確認できる書類（出勤簿ま

たはタイムカードの写し）  

（５）その他知事が必要と認める書類  

 

（支給の決定）  

第９条 知事は、奨励金の支給または不支給の決定をしたときは、不妊治療休

暇取得奨励金支給決定通知書（様式第２号）または不妊治療休暇取得奨励金

不支給決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。  

 

（奨励金の支給）  

第１０条 知事は、前条の支給の決定を行ったときは、速やかに第７条に規定す

る奨励金を支給するものとする。  

 

（奨励金の返還）  

第１１条 知事は、奨励金の支給を受けた事業主が、偽りその他不正な行為に

よって奨励金の支給を受けたと認めるときは、不妊治療休暇取得奨励金支給

決定取消・返還通知書（様式第４号）により、当該事業主に対して支給決定

を取り消し、支給額全額を返還させるものとする。 



 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

 


